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１   子ども・子育て支援事業計画の見直しの背景 

 

（１）事業計画の策定の趣旨 

すべての子どもや子育て家庭を総合的に支援する「子ども・子育て支援新制度」

が平成 27 年 4 月から全国的に開始されました。 

新制度は、「質の高い幼児期の学校教育・保育の一体的な提供」、「保育の量的拡

大・確保」、「地域における子ども・子育て支援の充実」を目的としています。 

本市では、この新制度を円滑に実施していくために、平成 27 年度から平成 31

年度までの 5 か年を計画期間とする「習志野市子ども・子育て支援事業計画」を平

成 27 年 3 月に策定しました。 

 

（２）計画の内容 

本事業計画は 5 年を一期とする、子ども・子育て支援法に基づく、教育や保育、

地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」やそれに対する「提供体制の確保の

内容、その実施時期（確保方策）」について定めているほか、平成 17 年度より定

めて来た次世代育成支援対策推進法に基づく本市の子ども・子育て支援に係る総合

計画である「次世代育成支援対策行動計画」を包含する形で策定しております。 

 

（３）事業計画の中間見直し 

子ども・子育て支援法では、子ども・子育て支援事業計画に定めた教育や保育、

地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」やそれに対する「提供体制の確保の

内容、その実施時期（確保方策）」に関し、見直しを図るものと定めております。

これに則り、今年度、国の基準に基づき、計画期間 5 年間の中間年度において、計

画内容と実績に大きな隔たり（差±１０％以上）が生じたものを、適切な基盤整備

を行うことを目的に見直しするものであります。 
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（４）教育・保育の見直し 

内閣府の見直しのための作業手引きによる見直しをする基準とは、平成２８年４

月１日時点の支給認定区分ごとの実績値が、計画策定時の必要量と比べて１０％以

上かい離がある場合です。 

市では、平成２８年度の実績を踏まえ、見直しの要否を検討しました。 

 

（５）地域子ども・子育て支援事業の見直し 

内閣府の見直しのための作業手引きによると、事業の実施状況や利用状況等に照

らし、必要に応じ見直しを行うとされています。 

市では、平成２８年度の実績を踏まえ、実績値が確保方策に影響を及ぼすものを

見直し対象事業としました。 
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単位＜人＞ 

２   教育の見直し 

 

（１）３歳児の必要量 

市立幼稚園で３歳児の受け入れを実施しておらず、３歳児の必要量については 

実績から読み取ることが出来ないため、見直しは行わないこととしました。 

 

（２）４・５歳児の必要量 

平成２８年度の１号認定子ども等の実績と、計画策定時の見込み数（必要量）を

比べると、かい離は１０％未満でした。そのため、見直しは行わないこととしまし

た。 

 

 

 

 

 

 

（３）必要量と見直し後の確保方策 

市立こども園における平成３１年度からの３歳児の受け入れや、新たなこども園

の整備があることから、確保方策を見直します。 
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単位＜人＞ 

教育の確保方策内訳                         

※東習志野こども園及び袖ケ浦こども園において、平成 31 年度より 3 歳児を受け入れます。 
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３   保育の見直し 

 

（１）保育の見直しに用いる実績 

保育所・こども園等で保育を希望する全ての数を実績に用いるため、２号認定子

ども(教育・保育を必要とする 3 歳児から 5 歳児)、３号認定子ども（保育を必要と

する 0 歳児から 2 歳児）、認可外保育施設を利用する０～５歳児を、対象としまし

た。 

 

（２）必要量と実績の割合 

７つの提供区域（中学校区を基本）ごとに、支給認定区分ごとの実績と計画策定

時の必要量を比べると、多くの実績が必要量以内となっている一方、第一中学校区

の１・２歳児の実績は、必要量を１０％超えていたため、見直しを実施することと

しました。 
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単位＜人＞ 

（３）習志野市の現状 

見直しを実施するにあたり、習志野市の現状について分析しました。 

 

①乳幼児人口の現状 

▷平成２８年度の０歳児の推計人口(１，４１８人)を実人口(１，５４９人)が９．２％

上回っています。この０歳児の伸びが、平成２９年度の１歳児、平成３０年度の

２歳児と、階段的に影響することが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

②保育の利用意向率の現状 

▷人口に占める、保育を希望する人の割合（以下「利用意向率」という）は、全体

的に増加しています。 
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単位＜人＞ 

 

 

③不承諾者の現状 

▷１・２歳児を見ると、平成２９年度が前年と比べて大きく増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④女性の就業率の現状 

▷習志野市の女性の就業率は６１.１％、国の女性の就業率は７２.７％です。 
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（４）必要量を見直す要因 

①平成２８年度０歳児の人口増加による、人口推計の見直し 

▷平成２８年度の０歳児の人口増の影響のある、平成３０年度の２歳児と平成３１

年度の３歳児は、人口推計に平成２８年度の実人口の伸び率（９．２％）を乗じ

て、推計人口に加えます。 

▷ また、平成２９年度以降の０歳児の人口も、同様に伸びると考え、その影響の

ある年齢（平成３０年度の０～１歳児、平成３１年度の０～２歳児）も、同様に

９．２％を乗じて、推計人口に加えます。 

 

 

 

 

▷９．２％の補正をした推計人口に平成２８年度の年齢区分別の保育の最大利用意

向率を乗じることとします。(平成３０年度は０歳児～２歳児、平成３１年度は

０歳児～３歳児) 

 

 

 

 

▷平成２８年度１歳児以降の実人口は、すべて推計人口値以内となっているため、   

平成２８年度の０歳児の影響のない年齢（平成３０年度の３歳児以降、平成３１

年度の４歳児以降）は、計画時の必要量と同数値（変更なし）とします。 
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②女性の就業率の高まりによる、保育需要増 

▷国は、平成３０年度から平成３４年度までの５年間で、８０％に対応できる保育

の受け皿確保を目指しています。習志野市の女性の就業率６１．１％が、５年間

で国と同じ伸び率で増え、６７．２％になると想定すると、５年間（平成３０年

度～平成３４年度）で６％の保育需要増となります。そのため、毎年１．２％ず

つ増加するものとし、０～５歳児の推計人口に乗じて必要量に加えます。 

 

 

 

 

③その他 

▷人口推計時に考慮していない、大型集合住宅の建設（大久保１丁目）による、保

育需要増を加味します。（平成３０年度２１人分、平成３１年度２７人分加算） 

▷平成３１年度建設の仲よし幼稚園跡地大型集合住宅による、推計人口上乗せ分

（２１１人分）について、竣工が平成３２年度以降に変更になったことから 

  上乗せ分を減算します。 
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単位＜人＞ 

（５）見直し前後の必要量と確保方策 

①【全提供区域の必要量と見直し後の確保方策】 

 

■必要量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■確保方策 

平成 30 年度・平成 31 年度の２年間に下記の施設整備を行うことで、一部認可

外保育施設の利用と合わせ、平成 31 度での待機児童の解消を目指します。 

・市立保育所の私立化に伴う民間認可保育所を 1 か所整備 

・民間認可保育所を１か所整備 

・市立施設の再編に伴うこども園を２か所整備 

・私立こども園を１か所整備 

・小規模保育事業所を２か所整備 
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単位＜人＞ 

②【第一中学校区の必要量と確保方策】 

■必要量 

 
■確保方策 

 

単位＜人＞ 
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単位＜人＞ 

③【第二中学校区の必要量と確保方策】 

■必要量 

 

 

■確保方策 
単位＜人＞ 
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④【第三中学校区の必要量と確保方策】 

■必要量 

 

 

■確保方策 

 

 

単位＜人＞ 

単位＜人＞ 
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⑤【第四中学校区の必要量と確保方策】 

■必要量 

 

 

■確保方策 

 

 

単位＜人＞ 

単位＜人＞ 
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⑥【第五中学校区の必要量と確保方策】 

■必要量 

 

■確保方策 

 

単位＜人＞ 

単位＜人＞ 
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⑦【第六中学校区の必要量と確保方策】 

■必要量 

 

 

■確保方策 

 

 

単位＜人＞ 

単位＜人＞ 
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⑧【第七中学校区の必要量と確保方策】 

■必要量 

 

 

■確保方策 

 

 

単位＜人＞ 

単位＜人＞ 
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４   地域子ども・子育て支援事業の見直し 

 

（１）見直す事業 

平成２８年度の実績に応じ、実績値が確保方策に影響を及ぼす３事業について、

見直しを実施します。 

 

①見直す事業 

▷放課後児童健全育成事業(放課後児童会) 

▷時間外保育(延長保育)事業 

▷乳児家庭全戸訪問事業 

 

②見直さない事業 

▷地域子育て支援拠点事業 

▷一時預かり事業 

▷利用者支援事業 

▷子育て短期支援事業 

▷養育支援訪問事業 

▷病児保育事業 

▷ファミリー・サポート・センター事業 

▷妊婦健康診査事業 

 

（２）放課後児童健全育成事業(放課後児童会) 

①必要量と実績の割合（平成２８年度） 

▷平成２９年度末以降も待機児童の発生が見込まれており、上学年における計画の

必要量と実績に大幅なかい離があるため、見直します。 
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②必要量の見直し 

▷平成２８年度の待機児童を含むすべての利用希望実績より、利用児童数を推計す

ることで、必要量を補正します。 

▷女性の就業率の高まりによる需要増に対応するため、保育の見直しと同様に、 

毎年１．２％ずつ増加するものとし、必要量に加えます。 

 

③確保方策の見直し 

▷上学年の需要量を実態に合わせて見直し、新たに４か所整備することで、下学年

の全入制の維持に加え、上学年の受け入れに努めていきます。 

 

④見直し前後の必要量と確保方策 

▷【平成３０年度】 

 

 

 

単位＜人＞ 
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▷【平成３１年度】 

 

 

④見直し後の確保方策の内訳 

▷児童会あたり、概ね４０人以下を基準として、今後、施設の整備にあわせて、児

童会の分割を実施していきます。 

▷必要量の全部受入に向け、あらゆる確保方策を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位＜人＞ 

単位＜人＞ 



 

22 

 

（３）時間外保育（延長保育）事業 

延長保育事業は、保育を利用する子どもが対象となります。そのため、保育の必

要量に合わせ、見直します。 

 

①必要量 

▷平成２８年４月の保育所等在園児の延長保育利用率(５５%)を、見直し後の必要

量に乗じます。 

 

②確保方策 

▷保育を利用する子ども（標準認定者）はすべて利用することができるため、必要

量と確保方策は同数とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位＜人＞ 
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（４）乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭が対象となります。保育の見直しで、０

歳児の人口推計を補正したことから、乳児家庭全戸訪問事業も同様に見直します。 

 

①必要量 

▷見直し後の必要量は、補正後の０歳児の人口推計値とします。 

 

 

 

②確保方策 

▷現状において、すべて実施できていることから、確保方策は、現状の実施体制と

同等の体制とします。 

 

 

 

 

（５）その他拡充事業 

①利用者支援事業（子育て支援コンシェルジュ） 

▷平成２９年度より、こども部窓口に設置し、教育・保育施設の案内や情報提供、

関係機関との連携に特化した人員を配置しました。子ども・子育ての総合窓口で

あり、ワンストップサービスとして、こども部の窓口の強化となりました。 

 

②病児保育事業 

▷平成３０年度に施設が 

 １か所閉所となり、 

 新たに１か所設置されます。 

・設置場所の地域バランスに 

 偏りがなくなります。 
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５   次期計画策定に向け 

（１）次期計画策定における検討事項 

潜在的ニーズを含めた量の見込みを算出するため、以下の事項を検討します。 

 

①今期計画策定時に実施した「子育て支援に関するニーズ調査」と 同様の調査実施。 

 

②平成２５年以降の社会の変容に対応した、人口推計の活用。 

 

③児童福祉法の改正により、 「児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重さ

れ、 その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めな

ければならない。」とされていることから、保護者だけでなく、利用する児童の声を聴く方

策の検討。 

 


